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１．はじめに

本稿は、デラウェア大学で行われている教員養成PBL

教育における授業科目の具体的な改革と様相、および、そ

こでの学生の学びを ・THEPOWEROFPROBLEM-

BASED LEARNING－A Practical・How To・ for

TeachingUndergraduateCoursesinAnyDiscipline・に

沿って紹介し、そこから日本の教員養成PBL教育の取

り組みにとっての重要点や目指すべき方向性を鑑みよう

とするものである。

PBL教育は、教育史上、知識・技能伝達型の受動的

学習に対して、20世紀初頭からの学習者による能動的

で実際的な学習を主張する新教育の流れに位置する。そ

して欧米で1960年代の後半から70年代の初めにかけて、

高等教育の教育方法改革の一環として、一方で医学教育

を中心に Problem-basedLearningが始まり、他方で工

学教育を中心にProject-basedLearningが開始された。

1980年代以降、これらの2つの形態の教育はそれぞれ

別々に広がっていったが、90年代には医学・工学に限

らずに他の専門分野でも取り組まれるようになり、2000

年代になって両形態の共通性に着目して展開する動向も

生まれている（注）。日本では、そうした海外の動向に

触発されて、1990年代からやはり医学教育及び工学教

育を中心に導入された。そして2000年代に取り組む大

学が飛躍的に増加し、共通教育を含めて導入する幅が広

がってきている。しかし教員養成教育の改革をPBL教

育という視点を明確に掲げて進めているのは、管見の及

ぶところでは三重大学教育学部のみである。

アメリカのデラウェア大学は、1990年代からProblem-

basedLearningを中心に大学教育全体でPBL教育を進

めた世界的に先駆的な大学の一つである。本書は、PBL

教育の振興を求めて、そのようなデラウェア大学での取

り組みの成果をまとめたものである。それは、PBL教

育の基本的な考え方や組織的な進め方などの基本理論部

分と、各学問領域でのPBL教育の実際と成果といった

実践部分の主に2つの部分から構成されている。その実

践部分の一つとして第20章に、本稿が取り上げる教員

養成PBL教育が位置づけられている。そこでのPBL教

育は、後述するように他の学問領域の科目と異なる非常

に特徴のある内容になっている。

そこで本稿では、まず第20章の全体像を簡単に紹介

したうえで、教員養成教育におけるPBLの特性を明ら

かにする。そこから、日本の教員養成教育が目指すべき

方向性や臨もうとしている課題を浮き彫りにしたい。

なお、本稿は、1及び4を主に山田康彦が執筆し、2

及び3を守山紗弥加が執筆し、全員で検討を重ね、最終

的に山田康彦が統括して完成稿とした。

２．第20章「教員養成教育におけるPBL」

の概要

全体像は以下の通りである。

この章の主目的は、小学校教員養成教育における学士

課程のプログラム2つの授業科目を改革した経験につい

ての報告および議論である。本章のプロジェクトが他章

のそれと決定的に違うのは、次の点においてである。す

なわち、PBL活用の目的が、単にある学問知識の学習

方法としてではなく、教員養成の学生の支援にあるとい

うことである。つまり、教員養成課程を終えた学生が近

い将来、自身の教室で教育実践する際に、PBLを用い

ることができ、また用いたいと考えるようにしたい、と

いうねらいがある。

そこでの彼らの当初の仮説は、それら2つの改革した

授業が教員養成教育においてPBLを用いるためのモデ

ルの提供、ひいては、小学校教員養成教育プログラムを

他の授業へ直接適用できるだろう、というものであった。

しかし彼らは、経験を通して次のような結論を得たとい

う。その結論とは、「ある効果的なPBLの事例問題や授

業は、他の効果的な事例問題や授業を計画する際にモデ
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ルとして採用したり適用したりできるけれども、これら

の授業の様式、形態、設計構造に焦点を当てて、それが

PBLを有効なものにする鍵だと示すのは間違いである」

というものである。つまり、重要なのは構造ではない、

ということである。これは、優れた実践、優れたPBL

教育から学ぼうとする側からすれば、少なからず驚きと

落胆を与えられる主張であろう。しかしながら、それ以

上に、彼らの改革が示してくれた教員養成PBL教育の

核となるものは、日本の教員養成PBL教育に携わる者

にとって、学びや教えについて根本に立ち戻って考える

べき、重要な提言を掲げていると考える。

それらが実際にどのように明らかにされたのかという

過程は、2つの授業科目－小学校社会科「教育方法論

（ESCC）」と「教育上の戦略と省察的実践（ISRP）」－

の具体的な単元構成と内容の紹介によって示されている。

2つの科目の基本的な流れと構成は図1のとおりである。

小学校社会科「教育方法論」は、教育実習生となる二

人ペアで社会科の各領域を題材にして単元を計画・指導

する責任を持つ、という目的のもとに行われる授業であ

る。授業の最初に「司法取引事例問題」（デラウェア大

学の刑事訴訟法の授業のために開発されたもの）という

PBLモデルをまず提示する。約2週間のその取り組み

を経て、次に数週間以上にわたる、より長期的で、最終

的な単元計画の直接のリハーサルとなるような事例問題

に取り組む。本章ではビル・クリントン大統領の弾劾裁

判問題が題材として紹介されている。家や街、ニュース

などいたるところで話題になり、子どもたちの関心と好

奇心をかき立てるものであったこの事例問題は、教育上

の取り扱いにおいて様々な難しさをはらんではいたが、

歴史や政府や政治についての豊かな内容を含んでもいた

ので、結果として充実した学びが展開されたという。こ

こではクラスのすべてのグループが同じ事例問題で活動

しているため、お互いから一つの題材に対するさまざま

なアプローチの可能性を発見でき、それはまたどの子ど

もにも、よりよいコーチングや学習のきっかけづくり、

そして互いのサポートを提供することができたのである。

その間学生たちは、最終的な社会科の単元計画の調査や

開発の予行演習といってよいほどに、単元計画の過程全

体について学習することができたと報告されている。

もう一方の「教育上の方略と省察的実践（ISRP）」は、

教育上の方略、学級経営、授業計画、そして教育哲学に

焦点を当てた授業である。この授業の目的は、学生たち

が、様々な教育的ニーズをもったすべての子どもに配慮

の行き届いた指導をいかにして行うか、ということを学

ぶことである。最初にまず「教育方法論」と同じく「司

法取引事例問題」によってPBLモデルを経験し、その

後に「着席障害」という事例シナリオ問題に取り組む。

シナリオは以下の通りである。

このシナリオに対して、最初の「司法取引事例問題」
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ある小学校2年生の担任教師が、彼女の生徒マイク

を、薬物治療の対象とみなした。なぜなら、教室での

自主的な読み書き活動の間、他の子どもたちを集中さ

せないことで明らかなように、彼は注意欠陥障害

（ADD）とみなされたのである。読んだり書いたりす

ることができないため、しばしばマイクはクラスから

取り出し授業を受けていた。その生徒の散漫な振る舞

いは、ADDによって引き起こされていたのではなく、

教室での読み書き活動において、クラスメイトに助け

を求める方法（あるいは、なんからのそれに取り代わ

る活動）に問題があるのだった。彼は独力では参加す

ることができなかったのだ。

図 １



と同様に、4人の専門家（教育指導の専門家、カリキュ

ラムの専門家、児童心理学者、そして国語問題の専門家）

を設定し、残り2週間をかけて「司法取引事例問題」の

構造にそって、学生それぞれが担う4人の専門家チーム

のクラス会議をもった。そして、チームのミーティング

で明らかになった問題に取り組むために授業外にインター

ネット情報を使って授業を行い、情報を持ち寄るために

授業中にチーム会議を開き、そして最終的には、すべて

の子どもを含んだインクルーシヴな言語問題の授業をデ

ザインするためにグループの組み直しを行うという学習

が展開された。

しかし重要なのは、「その単元はうまくいかなった」

と述べられていることである。

学生たちの学習の様子は以下の通りである。彼らは授

業外で求められる課題についての不満をもらし、各自が

責任を持って引き受けなければならない質問の数や分量

を気にするという、表面的な取組みをうかがわせるもの

だったという。実際、学生たちの質問は大変薄っぺらく、

情報探索・収集についても教えられたウェブサイトのイ

ンターネット情報の切り貼りのみにとどまっていたとい

う状況が示されており、それは能動的学習とは到底言え

ないものであったという。学生たちの努力や取り組みの

ほとんどは「学校的な」課題、すなわち、教員から与え

られる形式主義的な基準をより合理的に満たすこと、に

注がれていた。

では、成功したPBLとうまくいかなかったPBLとの

違いはなんだろうか。その最も大きな要因は、PBL授

業の構造にあるのではなく、PBLモデルの直接的適用

だと述べている。具体的には次の2点で説明できよう。

1点目は、事象の性質や事例の構造の違い等について検

討せず、司法取引事例問題の授業のモデルをそのまま真

似したことが原因なのである。つまり、司法取引事例問

題と同様に、「着席障害」という問題を4つの異なる専

門家チームにおける議論で解決しようとしたことである。

2点目は、シナリオを通して学生に考えさせようとして

いる事柄、その問題解決の枠組みを、指導者側の関心に

よってあらかじめ定めてしまっていたことである。事例

をもとにし、問題の立て方や切り口そのものを考え、議

論する過程そのものの重要性が軽視されているのである。

指導者の用意した思考枠組みに沿って問題を解決させよ

うとしたために、学生の意欲・関心やこれまでの学習と

の関連性のないところで、お仕着せの能動的学習を強い

られたのではないかということが、学生の学習態度から

もうかがえる。

以上、2つの授業改革のプロセスと成果を概観した。

この授業改革以前の学生たちは、型通り、教科書への依

存で終わっていたという。あるいは、一見生徒たちの興

味を惹きつけ、彼らを楽しませることのできる活動のア

イデアを出すことがあったが、それらの多くは楽しみと

いう価値以上の学習利益の産出や、題材理解能力の増進

を促すことにはなっていなかったと教員たちは見ていた。

そのような状況の中で行われたこの改革の主眼は、独力

で、生徒にとっての最良の単元をデザインし、そのデザ

インに求められる水準、評価規準、そして必要条件を明

らかにするという構成的な課題に取り組ませることであっ

た。つまり、最終的な単元構成という課題に向かうため

のすべての答えを学生たち自身で見つけさせようとして

きたのである。その過程で学生たちは、自分たち自身が

PBLによって学ぶことにより、将来の教育現場での自

身の実践を見越して、そこでの「学び」の可能性や支援

のあり方について学習し、それらを評価するというステー

ジをも経験することになる。

このような教員養成におけるPBL教育の特徴を、こ

こで「再帰性」という言葉で表してみたい。詳しい議論

は3章に譲る。

３．教員養成PBLの特徴－「再帰性」－

「再帰性」とは、一般には数学や物理学における概念

で、事象の帰納的側面や「入れ子」構造、反射性、自己

を行為の対象とすることなどに対して用いられる言葉で

ある。教育における「再帰性」については、佐藤学が

「教えるという仕事は投げた手に必ず舞い戻ってくるブー

メランである」という一節を紹介して教えるという営み

の性質として取り上げているが、本稿ではもう少し幅広

い意味合いで用いている。実際デラウェア大学の改革か

ら彼らは、大学におけるPBLモデルの提供および実践

は、それ自体の学習のみにとどまらず、学生たちの将来

の教育実践に活用されることを期待する、と述べている。

それは単に、大学で学んだ内容・方法を現場でやってみ

る、という安易な適用の次元ではない。自分たちが

PBLによって身をもって学んだことが、教育を実践す

るという局面において具体的にどのような意味を持つの

か。彼らは大学在学中からそのことに意識を向けながら、

自ら学び、学ぶとはどういうことかを学び、学ぶことを

「学ぶ」子どもたち（学習者）について考え、その教育

現場や教育という行為とはいかなるものかという問いと、

常に向き合いながら育っていく構造の中にいることがう

かがえる。よって本稿では「再帰性」を、「自身の学び

や省察が、自らが実践者となった際にその実践に還って

くること、立ち現れること」と定義したい。教員養成と

いう構図においては、PBL教育の学び手が、今度は

PBL教育を実践する指導者という立場に立つことにな

る。そこで、PBL教育を受けたときの深い省察経験が、

自らがPBL実践者となったときにその実践を豊かにす

るというかたちで実践に還ってくる、という教員養成に

デラウェア大学における教員養成PBL教育の内容と方略
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特有の性質を指し表すことができよう。自分の学び方が、

自身の実践の評価として指導者である自分にも還ってく

るのである。

そこで、教員養成PBLの特徴を、本章で述べられて

いる改革から見えてきた課題や問題提起を整理しながら、

大きく分けて次の3つの側面から「再帰性」について言

及したい。

1）構成 －最終的な単元の設定と構成－

紹介されたPBL授業では、まずは学生たちが提示さ

れたPBLモデルを経験し、それに取り組む中で事例問

題そのものに対する学習を深めていく。同時に、それら

の問題を教育現場で実際に自分たちが扱う際にはどうす

ればよいのかという最終的な課題に向けて、単元の設定

と各授業の設計を行うという、単元そのものの構成力が

必要となる。

つまり、学生たち自身が近い将来、ある事柄について

子どもたちと学び合うとき、目の前の子どもたちにとっ

ての最大の関心は何か、向き合うべき課題は何かを考慮

しながら、学生にとって自らが学んだことを基盤としつ

つ、その向こうに見据えられている子どもたちにとって

の単元をデザインしていくことになる。

その過程では、発達年齢やカリキュラム上の学習課題、

学習者が置かれている地域性や備えている文化性などを

ふまえつつ、自身の経験を重ね合わせながら、目の前の

子どもたちにとっての課題をみつけることが指向される

だろう。かつて自分たちの関心がどんなところにあり、

その関心に指導者がどのように向き合っていたかという

経験が、単元の設定や具体的な授業設計を考える際に反

映されると考える。それは自身の学びの再構成とも言え

るだろう。PBLによって能動的に創出された学生の学

びを、指導者となった自分自身で子どもにも実現するの

である。その意味で、「再帰性」と言えよう。

2）問題 －構造ではなく中身の重要性（「真の問題」で

あるかどうか）－

授業科目を改革する過程において多様な事例問題を取

り上げる中で、有用なモデルが開発されてきたが、先述

したように指導者たちは、次のような結論に至ったと述

べている。すなわち、「学校的な」課題と真の課題との

違いが、「モデル」的なPBLの事例問題や授業以上に、

PBLの成功にとって重要だという。つまり、重要なの

は、どのような種類の課題が学生の学習を動機づけ、決

定づけるのか、ということになる。この課題の有効性を

最も左右するのが、問題の「真」性であると、本章では

幾度も述べられている。PBLの成功と失敗をわける大

きな重要点であるとする真の課題とは、学生たちが自ら

積極的・意欲的に取り組み、彼らに本質的な学びを生む

ような「真の問題」を含んでいることが必須である、と

いうことになる。

その「真の問題」とはいかなるものか。次のような性

質を持つ。

（a）指導者と学生の、協力的で共存的な関心の関係から

生まれる。しかもそれは、真正なPBLを生み出すた

めに共有され、クラスの中の公の議論に開かれている

ことが必要である。

（b）それはたとえば、教師になったときに直面する現実

的な問題や、（社会科の場合には）社会現実や歴史や

社会科学の学問の実際的な問題のこと。

（c）さらに、それらは教育現場で小学生による学習を促

進するための最も効果的な単元をいかにデザインする

のか、ということにつながるものでなくてはならない。

したがって、「真の問題」とは以下のように定義する

ことができよう。すなわち、「学生と指導者、両者の異

なる立場において、互いに学びや支援を取り持ちながら

関与し合うことのできる現実的で総合的な問題」である。

両者の関心は当然一致はしないし、同じであるべきでも

ないと述べられている。それぞれの関心の違いを前提と

したうえで、そこで必要となる教育内容や思考の性質を

見極め、お互いの立場にとってそれらが有機的に機能す

るかたちで迫ることのできる問題こそ、真の問題である。

指導者側の関心だけではいけないのはもちろんのこと、

指導者が学生に考えさせたい事柄を提示しても、学生の

関心のみに寄り添い過ぎてもならない。

学生自身が真の問題と向き合って学んだ経験が、やが

て自分が指導者となったときに、子どもたちにとっての

真の問題の選定、そこで生じる困難や発見の想定、課題

解決への支援を可能にするのである。また反対に、うま

くいなかった問題については、その要因や生じた学習状

態に基づき、真摯に振り返りをすることが、次の真の問

題との出会いを生むであろう。このように、「問題」に

まつわる経験とその省察の構造にも「再帰性」を見てと

ることができる。

3）評価

では、紹介してきたような能動的な学びは、どのよう

に評価されているのか。また、学生自身が行う評価が、

教員養成においてどのような意味を持っているのか。最

後に評価における「再帰性」の側面について触れたい。

まず、このようなPBL教育によって学んだ学生たち

の学びの姿勢の変化について取り上げる。学生たちは

PBL事例問題の「モデル」を用いていないときでさえ、

「学校的な」課題よりもむしろ、カリキュラムと指導に

関する現実的な問題にたいへん真剣に取り組んでいると

いう現状を挙げている。また学生たちは、PBLを経験

する授業において、自然と自らの学習の価値と質を学生
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たち自身が自己評価するようになる、ということも報告

されている。

さらには、学生たちが指導者になったとき、生徒たち

に学習を積極的に自己評価させる方略を身につけること

ができる、という点についても述べられている。

評価することの意味理解やその方略の獲得が、自身の

学びの評価によって行われ、培われている点からも、学

び手の学びと省察がいかに実践構築に寄与するものであ

るかという、再帰的な側面が示唆される。

４．おわりに

－教員養成PBL教育の評価と到達点－

これまで見てきたような教員養成PBL教育では、そ

の一つの指標となるものが示されている。デラウェア大

学における教員養成PBL教育により、学生たちは社会

科単元のデザインにおいて、以前よりはるかに、次の3

つを結びつけるのに時間をかけるようになったと評価し

ている。

つまり、学生たちがこの3つを結びつけられるように

なることが、PBLを用いて教員養成教育を行うことの

意義になるだろう。逆に言えば、モデルの安易な適用や

踏襲に陥る危険性のあるPBL教育においては、このよ

うな総合的で高度な水準の学びを目標に掲げて取り組む

ことが必要であるとも言える。

さらには、それらの3つの問題の重層的な関係理解や

構成力を、日本の教員養成PBL教育においてどのよう

なかたちで測り、評価し、フィードバックしていくのか

という点についても、まだまだ熟思する必要があるだろ

う。

また、このように具体的な改革の過程と結果を追うこ

とで、デラウェア大学における学生の学びと指導者の相

互的な取り組みの実態という事例こそが、我々にとって

教員養成PBL教育の成否や真価について向き合うため

の「真の問題」としての役割を担ってくれていると受け

取ることもできる。すなわち、教え手と学び手の間にど

のような「問題」をどのようにして見つけ、設定すれば

いいのか、うまくいかなかった要因はどこにあるのか、

PBL教育の成果を何であるとみるのか、ということに

ついて意見を重ね合い、じっくりと議論すべきであろう。

そして、その議論の過程で浮き彫りになってくる日本の

教員養成教育に特有の課題を見極め、取り組むことが必

要である。

そういった過程を経て初めて、私たちが目指していこ

うとする到達点（到達、というよりむしろ発展的な課題）

のためには、各分野の指導者同士がどういったことにつ

いて議論し合わねばならないのかなど、個人ではなくチー

ム全体としてPBL教育に取り組んでいく際に大切なこ

との共有を可能にしてくれるのではないだろうか。重要

なのは関係性そのものではなく、関心の関係であり、改

革そのものがPBL的に進展することへの可能性を期待

したい。

（注）

こうした動向は、Du,X.,Graaff,E.&Kolmos,A.ed.

ResearchonPBLPracticeinEngineeringEducation.

SensePublishers,2009,などを参照。
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（a）社会科学の一部になっている社会的かつ歴史的な

問題

（b）実際に授業での指導の中で、生徒たちが実際に経

験する問題

（c）州によって定められたカリキュラムと標準に基づ

いた試験的プログラムの要件に合致しながらも、小

学生たちが現実の歴史的、社会的問題を扱う能力を

徐々に発達させていくために、生徒の経験をどのよ

うにデザインするかという教師の問題、である。




